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 令和５年度第９回佐倉市指定管理者審査委員会会議記録 

 

日時 令和５年７月１７日（月）午前１０時００分～午後５時００分 

場所 佐倉市役所１号館３階会議室 

出席委員 

八木直人委員長、櫻田孝副委員長、室谷利子委員 

菅原優輔委員、吉光孝一委員 

※菅原委員は Zoomで出席 

施設所管課 こども保育課 
飯野課長、池田主査、玉重主査補、 

春田主任主事 

事務局 資産経営課 
谷田部課長、橋本副主幹、山下主査補、

金田主任主事 

議題 

委員協議[非公開] 

（１）審査結果確認 

（２）総評確認 

 

（１） 審査結果確認 

 前回までに行った審査及び委員協議をふまえ作成した答申（案）について、

内容、文体や文言の検証を行う。 

 

① 佐倉老幼の館、佐倉老幼の館学童保育所外４学童保育所 

 

・「株式会社明日葉」は、施設の役割を理解し、的確な現状認識の下に事業提

案がなされていると評価した。また、学童保育所においては医療的ケアを要

する児童や配慮を要する児童に対して、職員の追加配置や常勤の看護師の

配置が提案されていることや、保護者と「何でも言える関係づくり」を行う

ことで信頼関係を構築するという姿勢を高く評価した。さらに危機管理体

制についてもマニュアル等が十分整備されていることや、今後も指定管理

期間内において継続的・安定的な運営が見込める点も評価された。 

・「株式会社明日葉」を指定管理者候補として推薦することとする。 

・児童センターの利用者拡大に関する国の方針や他の自治体の取り組みにつ

いて分析し、児童の成長過程に合わせた事業を充実させるよう意見を附す

ることとする。 

・適切な管理運営を行うために必要な人員配置を行うよう意見を附すること

とする。 
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・市と連携を密にして、配慮を要する児童及び医療的ケアを要する児童に対す

る提案内容について確実に実施するよう意見を附することとする。 

 

② 臼井老幼の館、臼井老幼の館学童保育所外５学童保育所 

 

・「株式会社明日葉」は、最も施設の公共性を理解し、的確な現状認識の下に

事業提案がなされていると評価した。また、学童保育所においては医療的ケ

アを要する児童や配慮を要する児童に対して、職員の追加配置や常勤の看

護師の配置が提案されていることや、保護者と「何でも言える関係づくり」

を行うことで信頼関係を構築するという姿勢を高く評価した。さらに危機

管理体制についてもマニュアル等が十分整備されていることや、今後も指

定管理期間内において継続的・安定的な運営が見込める点も評価された。 

・「株式会社明日葉」を指定管理者候補として推薦することとする。 

・児童センターの利用者拡大に関する国の方針や他の自治体の取り組みにつ

いて分析し、児童の成長過程に合わせた事業を充実させるよう意見を附す

ることとする。 

・適切な管理運営を行うために必要な人員配置を行うよう意見を附すること

とする。 

・市と連携を密にして、配慮を要する児童及び医療的ケアを要する児童に対す

る提案内容について確実に実施するよう意見を附することとする。 

 

③ 南部児童センター、根郷学童保育所外７学童保育所 

 

・「社会福祉法人愛光」は、法人の特性を十分に活かし、児童の健全な育成に

主眼を置いた施設運営を行っているという実績は高く評価する。また、確か

な専門性によって適切なサービスや事業展開が見込まれることや、危機管

理体制についても十分に構築されていること、今後も指定管理期間内にお

いて継続的・安定的な運営が期待できることが評価された。 

・「社会福祉法人愛光」を指定管理者候補として推薦することとする。 

・多様な方法により保護者との信頼関係を深めることに努めるよう意見を附

することとする。 

・市と連携を密にして、配慮を要する児童及び医療的ケアを要する児童に対す
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る提案内容について確実に実施するよう意見を附することとする。 

 

④ 志津児童センター、上志津学童保育所外６学童保育所 

 

・「テルウェル東日本株式会社」は、最も本施設の設置目的を理解し、明確に

現状や課題を認識した上で強みを活かした計画を提案していることや、今

後も指定管理期間内において継続的・安定的な運営が期待できること、及び

労働条件の設定においても配慮がなされていることなどから、総合的に高

い評価を獲得した。 

・「テルウェル東日本株式会社」を指定管理者候補として推薦することとする。 

・配慮を要する児童及び医療的ケアを要する児童の受け入れについて、市と連

携の下、事前に情報を的確に入手し、必要な人員配置や研修を行うよう意見

を附することとする。 

・保護者との信頼関係の構築により一層努めるよう意見を附することとする。 

・施設の有効な管理運営のためにあらゆる情報を収集し、情報共有を密にする

よう意見を附することとする。 

 

⑤ 北志津児童センター、北志津児童センター学童保育所外７学童保育所 

 

・「ワイエム総合サービス株式会社」は、経費縮減を行いながらも、地域に根

差した団体でもあることの強みを活かし、地域の様々な施設との連携を通

じてサービスの向上に貢献することが期待できると評価した。また、危機管

理の観点からは防犯カメラの設置、日常的なパトロールの実施を含めてす

ぐに現場対応ができることや、GIGA スクールへの対応等 ICT に関する整

備についても明記されていること、保護者との信頼関係の構築が期待でき

ることから、相対的に高い評価を獲得した。 

・「ワイエム総合サービス株式会社」を指定管理者候補として推薦することと

する。 

・情報公開について理解を深めるよう意見を附することとする。 

・児童センターの利用者拡大に関する国の方針や他の自治体の取り組みにつ

いて分析し、児童の成長過程に合わせた事業の充実に努めるよう意見を附

することとする。 
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・市と連携を密にして、配慮を要する児童及び医療的ケアを要する児童に対す

る提案内容について確実に実施するよう意見を附することとする。 

 

 

（２）総評確認 

「指定管理者候補者の選定に係る審査について（答申）（令和５年７月）」の

「（７）総評」のとおりの文章となった。 

 

 

以上 


